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女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

【現状と課題】 

 女性に対する暴力は、犯罪であり重大な人権侵害です。被害者の自己肯定感や自尊感情を失わ

せるなど心への影響も大きく、貧困や様々な困難にもつながることもあり、被害者のその後の人

生に大きな支障をきたす深刻な問題です。その予防と被害からの回復のための取組を推進し、男

女共同参画を形成することは、喫緊の課題となっています。 

ドメスティック・バイオレンス＊（以下、「ＤＶ」という。）、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、スト

ーカー行為等の暴力は、被害者のほとんどが女性であり、その背景には、性別による固定的な役

割分担意識や、男女の経済的格差、上下関係など一人ひとりが置かれている状況等に根ざした社

会の構造的問題があります。これらの暴力の根絶のためには、社会における男女間の格差是正及

び意識改革が不可欠です。 

また、令和３（2021）年度に実施した市民意識調査によると、配偶者間等で、身体、精神、性的

のいずれかの暴力の被害経験が「１・２度あった」「何度もあった」と答えた人は全体の約５人に１人

となっています。更に、暴力を受けた経験のある方に、その相談先についてたずねたところ、「どこ

にも相談しなかった」と回答した人が 35.1％を占め、ＤＶは潜在化しやすい特性があるといえま

す。 

 女性に対する暴力は決して許されないものであるとの社会的認識の徹底等、暴力を根絶するた

めの社会基盤づくりをさらに推進するとともに、「霧島市配偶者等からの暴力＊防止及び被害者支

援に関する計画」に基づき、ＤＶ被害者の保護・自立支援に関する施策を総合的に推進していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ドメスティック・バイオレンス 

配偶者、交際の相手方等親密な関係にあり、又は親密な関係にあった男女間において、個人の尊厳を侵すよ

うな身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力をいう。 （霧島市男女共同参画推進条例第2条第6号） 

*配偶者等からの暴力 

配偶者暴力防止法においては、配偶者（事実婚を含む。）及び元配偶者（婚姻中に引き続き離婚後（事実上離婚

したと同様の事情に入ることを含む。）も暴力を受ける場合）からの暴力を「配偶者からの暴力」と定義し、同法

の対象にしていますが、「配偶者等からの暴力」は、これに加えて、恋人（交際相手）や以前つきあっていた恋人な

ど親密な関係にある者も含まれます。 
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施策の方向（１）女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための社会基盤づくり 

暴力は、犯罪かつ重大な人権侵害であり、決して許されないものであるとの社会的認識の徹底

等、暴力を根絶するための社会基盤づくりを推進します。 

 

具体的施策 

 

① 暴力を容認しない社会づくりのための意識啓発 

関係機関等と連携して広報啓発活動を実施し、暴力は許さないという意識の醸成を図ります。 

No 主な取組 所管課 備考 

7９ 「女性に対する暴力をなくす運動＊」を中心とした広報・啓発 こども・くらし相談センター  

８０ 人権に関する啓発講演会等の開催 市民課 再掲 

８１ 人権啓発センターにおける人権に関する学習会等の実施 市民課 再掲 

8２ 人権学習会等の開催 社会教育課 再掲 

8３ 子どもに対する暴力根絶に向けた広報啓発 こども・くらし相談センター  

8４ 有害図書等の環境浄化活動の推進 社会教育課  

8５ メディア・リテラシー向上のための学習機会の提供 メディアセンター  

 

② 暴力に関する相談機関の周知 

 暴力に関する相談窓口の所在等を広く周知し、相談につながりやすくします。 

No 主な取組 所管課 備考 

8６ 人権相談・女性の人権ホットライン＊の周知・広報 市民課  

 

③ 若年層を対象とする暴力予防啓発 

若年層が当事者となりやすい交際相手からの暴力に関する理解を深め、性犯罪・性暴力の加害

者、被害者、傍観者にならないようにするための啓発を行います。 

No 主な取組 所管課 備考 

8７ デートＤＶ＊防止のためのセミナー等の開催 社会教育課  

 

＊女性に対する暴力をなくす運動  

毎年 11 月 12 日から 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの２週間を運動期間とし、社会の意識啓発

等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性の人権の尊重のための意識啓発や教

育の充実を図ることを目的として、実施されるものである。平成 13年 6月５日、国の男女共同参画推進本部に

おいて決定された。 

＊女性の人権ホットライン  

配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性を

めぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話である。電話は最寄の法務局・地方法務局に

つながり、相談は女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員が受け付ける。 

＊デートＤＶ 

恋人や交際相手などの親密な関係にある者からふるわれる暴力。 

 

 

重点課題 4 



 

- 36 - 
 

施策の方向（２）配偶者等からの暴力防止及び被害者支援の推進 

（霧島市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する計画） 

ＤＶ被害者への相談体制の充実や関係機関との連携強化を図り、被害者の保護、自立支援に向

けた総合的な対策を推進します。 

 

具体的施策 

 

① 被害者の安全確保と情報の保護 

ＤＶは、直接子どもに対して向けられた行為ではなくても、子どもの目の前で行われ、子どもに

著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に当たります。またDVは家庭内で行われること

が多く、外部から発見されにくいため、周囲の人の子どもや保護者の変化への気づきによる通報

は重要なものとなっています。被害者が加害者の下から逃げることができない場合があるため、

保護命令＊制度の利用について、適切に情報提供や助言を行います。 

また、加害者に転居先の住所や子どもの転校先等の個人情報が知られてしまうと、被害者は加

害者から追跡され、連れ戻されるなどの危険にさらされてしまう可能性があるため、市の各窓口

で保有する被害者情報に関しては、加害者側に住居情報等が伝わってしまうことなどがないよう

十分留意します。 

No 主な取組 所管課 備考 

8８ 福祉関係者及び医療関係者等と連携した早期発見・対応 こども・くらし相談センター  

8９ 配偶者暴力防止法に基づく通報及び児童虐待防止法に基づ

く通告制度の広報 

市民課 

こども・くらし相談センター 

 

９０ 緊急時の安全確保時における警察との連携 こども・くらし相談センター  

９１ 一時保護＊施設等における保護の実施 こども・くらし相談センター  

9２ 保護命令制度の利用についての情報提供や助言 こども・くらし相談センター  

9３ 住民基本台帳の閲覧等の制限 市民課  

9４ 被害者の情報管理の強化・徹底 市民課  

9５ 母子生活支援施設への入所事業等の実施 こども・くらし相談センター 新規掲載 

 

 

 

 

 

*保護命令 

配偶者暴力防止法に基づく制度で、裁判所が被害者からの申立てにより、身体に対する暴力や生命等に対す

る脅迫を受ける恐れが大きいとき、加害者に対し発する発令。「接近禁止命令」と「退去命令」がある。 

*一時保護  

暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所がない場合に、被害者

が一時的に避難する手段。 
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② 相談体制の充実 

被害者は加害者の支配下に置かれ、暴力に対する不安と恐怖、絶望感を抱えながら生活してお

り、こうした状況に置かれている被害者が安心して相談できる相談窓口の周知と、適切な支援に

つなぐ相談体制を強化します。 

また、様々な心のケアを必要とする被害者は、ＤＶに対する理解が不足している相談員等の不適

切な対応によって、さらに二次被害＊を受けることもあります。二次被害を防止し、本人の意思を

尊重した支援を行うため、相談員等の研修を充実させ資質の向上に努めます。 

No 主な取組 所管課 備考 

9６ 相談窓口の周知強化 こども・くらし相談センター  

9７ 配偶者暴力相談支援センター＊及び警察署等と連携したＤＶ

に関する相談体制の充実 

こども・くらし相談センター  

9８ ＤＶに起因する児童虐待等に関する相談体制の充実 こども・くらし相談センター  

9９ 相談員等人材の養成及び資質向上のための研修等の実施 こども・くらし相談センター  

１００ 被害者支援に職務上関連のある職員に対する研修 こども・くらし相談センター  

 

③ 被害者の自立支援の充実 

DV被害者がこれまでの生活の場を離れ新たな場所で自立するには、住居の確保、経済的基盤

の確立、心身の回復、就労場所の確保、子どもの養育など様々な問題があるため、関係機関と連携

し被害者の自立支援の充実を図ります。  

No 主な取組 所管課 備考 

１０１ 被害者の市営住宅への優先入居 建築住宅課  

10２ 被害者の母子生活支援施設＊の入所 こども・くらし相談センター  

10３ 被害者の生活再建に関する情報提供及び支援 こども・くらし相談センター  

10４ 被害者の自立への精神的な支援 こども・くらし相談センター  

10５ 被害者の子どもへの支援 こども・くらし相談センター  

 

 

 

 

 

＊二次被害 

被害者から相談を受けた家族・友人等の本来は被害者の味方になるべき人たちが、被害者を責めるような言

動をとることによって、被害者を更に傷つけること。 

＊配偶者暴力相談支援センター 

配偶者暴力防止法第３条の規定により、都道府県に設置が義務付けられている施設で、被害者の相談に応じ、

自立支援のための情報提供等の援助を行う中核的な相談・支援機関である。 

令和４（2022）年４月現在、県の機関では、県女性相談センター、県男女共同参画センター並びに各地域振興

局及び支庁の保健福祉環境部計 18箇所が指定されている。 

＊母子生活支援施設 

様々な事情で生活が困難な母子家庭等を保護するとともに、自立促進のための支援を行う施設。 
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④ 関係機関の協力・連携 

DV被害者一人ひとりのニーズに対応していくには、市だけでは限界があるため、県、関係市町

や民間団体等、広域的かつ広範な支援を行う連携体制の構築を図る必要があります。 また、DV

加害者の更生プログラムについても、関係各機関との連携を含め今後検討を進めていく必要があ

ります。 

No 主な取組 所管課 備考 

10６ ＤＶ・ストーカー等相談業務に係る関係機関との連携強化 こども・くらし相談センター  

 

 

施策の方向（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

セクシュアル・ハラスメントをはじめとする各種ハラスメントは、対象となった人の個人としての

名誉や尊厳を不当に傷つけ人権を侵害するだけでなく、生活への深刻な影響を与える社会的に許

されない行為です。その被害は潜在化しがちで個人的問題として矮小化されることもあるため、男

女の固定的な役割分担意識、上下関係など男女が置かれている状況等に根ざした構造的問題とし

て把握し、対処していくことが必要です。 

 

具体的施策 

 

① 相談対応及びセクシュアル・ハラスメント予防啓発 

職場におけるセクシュアル・ハラスメントの被害者がためらうことなく被害を訴え、又は相談し、

包括的に支援が受けられる窓口に関する情報を周知します。 

No 主な取組 所管課 備考 

10７ 市職員を対象とした相談窓口の設置 総務課  

10８ セクシュアル・ハラスメント防止に関する講座等の実施 市民課 新規掲載 
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